
正しい住所等の登録および確認のお願い

ご家族の方の住所※1

ご家族の方の携帯電話番号※2

確認事項
右記2点

１

２

1

配偶者の方への
人間ドック等の案内
※無料受診の方法など

※42歳以上の被扶養配偶者で
前年度特定健診を受診の方は無料
※パート先等の特定健診の結果送付で
前年度受診扱いとなります

３２

糖尿病・高血圧予防
や禁煙対策など
今後健保の施策を
対象者へ直接ご案内

健保の特別な案内
お得な案内など
タイムリーにお届け

【携帯電話番号の登録理由】

※NTT健保が行う新施策は
健保HP上での案内・厚生担当経由・
SMS経由で募集を行います

※dポイント獲得や保養所の特別割引等
のお得な情報も季刊誌・SMS経由で
タイムリーにご案内します

ご家族の皆さまの健康に資する取り組みを強化すべく
今後はSMSの活用も併用し、よりタイムリーにご案内してまいります

※1 住所は 『住民票住所』 の登録となります
※2 携帯電話をお持ちでない場合は、ご自宅等の連絡先でも構いません

ただし、SMSの案内は届きませんので、予めご了承ください



ご家族の住所の確認および変更の方法

住所は、社員本人（被保険者）と同じ住居の場合でもご家族分（被扶養者）として登録する必要があります

こちらからログイン



こちらから
確認および変更作業が
可能となります

①



②

③

社員の皆さまの住所を変更しても、ご家族の方の住所は自動で変更されません
社員の皆さまの住所変更とは別途で、ご家族の方の住所変更もお願いします

資第２０号‐１「被扶養者住所登録・変更届」を選択



クリック

NTT健保からの健康診断等のお知らせが届かない１

２年に１度の人間ドックの案内が届かない２

NTT健保からの特別な施策等の案内が届かない３

ご家族（被扶養者）の方の住所変更が行われないと…

大切なご家族の
健康のためにも

必ずご確認ください



社員の皆さまの住所等が
正しいかどうか確認

※異なる場合は
資第１２号「住所登録・変更届」
を選択し同様の方法で修正

下部にご家族の住所記載

①

②

ご家族（被扶養者）の方の住所変更の方法



ご家族分の住所や電話番号は
ここで確認

※住所や電話番号等、
変更箇所がある場合は、
申請区分「変更あり」を選択し、
全ての項目を埋める

ここを入力しないと
次へ進めないので注意！

※住所変更：住民票届出日
電話番号のみ変更：本申請日

※電話番号のみ変更の場合は、
「国民年金被保険者住所変更届」の
印刷・提出は不要

②

③

④

【記入に際しての注意事項】

１．住所は「住民票住所」であること
※通常は居住地＝住民票住所です

２．TELは携帯電話番号の登録を
お願いします

※携帯電話をお持ちでない場合（未就学児や学生
のお子様含む）はご自宅等の連絡先でも可です。
ただし、SMSの案内は届きませんので、
あらかじめご了承願います。



修正したものを再度確認

⑤

⑥



申請

⑦

書類が必要になる場合が
あります。
その際は必要書類を
アップロード願います。

※電話番号のみ変更の場合は、
「国民年金第3号被保険者住所変更届」の
印刷・提出は不要です。



ステータスが「基金・健保審査中」と表示されていれば終了です。


